
詳細はホームページでご確認ください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/tashisetai.html

検索埼玉県　多子世帯
QRコード

対象
拡充

70万円

補助最
大

住宅供給公社の助成
を含むと

中古住宅取得・住宅リ
フォーム多子世帯向け

埼玉県
彩の国

埼玉県多子世帯向け中古住宅取得・リフォーム補助制度
世帯要件 ①子が3人以上の世帯

（母子手帳の交付を受けている出産予定の子も含む）又は、
②子が2人の世帯
（夫婦ともに40歳未満で3人目の子を希望する世帯）
※子は18歳未満。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日ま
での間にある子を含む。
※②の40歳未満には40歳に達する日以後の最初の3月31日まで
の間にある方を含む。

住宅要件

申請時期

そ の 他

戸建住宅 ▶ 居住部分の床面積が100㎡以上
マンション ▶ 居住部分の床面積（専有部分）が80㎡以上 など
住宅取得 ▶ 建物等の登記・住民票の移転が完了した後
リフォーム ▶ リフォームが完了する前
1件40万円（税込）以上のリフォーム工事については、県の補
助金と併せて埼玉県住宅供給公社から20万円の助成が受
けられます

埼玉県都市整備部住宅課
総務・民間住宅担当
電話:048-830-5563

お問い合わせ

平成28年度

となりました！
マンションも対象

子ども２人の世帯も
3人目を希望する

対象となりました！
埼玉県マスコット
「コバトン」

埼玉県マスコット
「さいたまっち」



補助事業の内容

補助金関係書類の提出先

アンケートについて

リフォーム補助対象工事

交付申請等の手続きの概略

補助対象経費

媒介（仲介）手数料、登記手数料、ローン保
証料等の諸経費並びにリフォーム瑕疵保険
又は埼玉県住宅リフォーム工事検査の費用

媒介（仲介）手数料、登記手数料、ローン保
証料等の諸経費

リフォーム瑕疵保険又は埼玉県住宅リフォー
ム工事検査の費用

40万円（税込）以上のリフォーム工事費

補助対象

●クロスの張替や建具の取付など内装工事
●浴室、トイレ等の水回りの改修
●システムキッチン等の設置、オール電化工事
●屋根や外壁の改修など外装工事
●太陽光発電、エコキュート、エネファーム等の設置
●建物の増改築その他適当と認められるもの

補助対象外

●門扉、塀、造園などの外構工事
●併用住宅のうち店舗、事務所等居住部分以外の改修
●電話、インターネット、テレビアンテナ等の設置
●エアコン、テレビ等の家電製品の取付
●害虫の駆除
●その他適当と認められないもの

中古住宅取得かつリフォーム

①県住宅課に申請書提出
　（県知事、公社理事長あて）

中古住宅の取得を完了

リフォームを完了

県、公社から補助金振込

②県住宅課に実績報告兼請求書
　提出（県、公社あて）

リフォームのみ

①県住宅課に申請書提出
　（県知事、公社理事長あて）

リフォームを計画

リフォームを完了

県、公社から補助金振込

②県住宅課に実績報告兼請求書
　提出（県、公社あて）

中古住宅取得のみ

①県住宅課に申請書兼請求書提出
　（県知事あて）

中古住宅の取得を完了

県から補助金振込

補助額

50万円
（上限）

40万円
（上限）

5万円
（上限）

20万円
（定額）

種　類

中古住宅取得
かつリフォーム

中古住宅取得

リフォーム

リフォーム

事業名

多子世帯向け
中古住宅取得・リフォーム

支援事業

多子世帯向け
リフォーム支援事業

事業者

埼玉県

埼玉県住宅
供給公社

※公社の助成を受けるには、県の補助事業の対象であることが必要です。

※詳しくは県ホームページをご覧ください。

予約の上、いずれも県住宅課に直接ご提出ください。代理申請も可能です。

実績報告書提出時等にこの県補助金に関するアンケートをご提出いただきます。

※黄色部分が申請に関係します。多くて2回来庁いただきます。
※詳しくは県ホームページをご覧ください。


